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平成１８年度施政方針 

 

平成１８年第１回城里町議会定例会に当たり、提出いたしました議案の説明

に先立ち、町政運営に関する所信の一端を申し上げます。 

私は、昨年２月町民皆様の温かいご支援をいただき、就任して１年２ヶ月が経

過しましたが、城里町へ対する町民の方々の期待に思いをはせますと、改めて

責任の重さに身の引き締まる思いがいたします。 

本年も長引く景気低迷により、極めて厳しい財政状況の中ではありますが、そ

れぞれの地域の歴史的背景や風土を新町の町政に活かしていきながら、３町村

の垣根を取り払い町民の融和を図り、城里町のまちづくりの理念であります「人と

自然が響きあいともに輝く住みよいまち」を基本目標として、町民一人ひとりの声

を大切に、町民参加・協働のまちづくりに全力で取り組んでまいる決意でありま

す。 

議員各位をはじめ、町民皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

さて、今、世界的に見ますと、国家間の紛争、国際テロ、大規模災害、さらに

は、貧困、感染症、環境悪化などが大きな脅威となっており、世界は変化と混迷

の時代を迎えております。 

また、我が国の経済状況に目を転じますと、景気の回復が報道されているも

のの、定率減税の廃止や年金制度の不安など、国民一人ひとりがなかなか景気

回復を実感できない状況にあります。このような中、人口の減少や高齢化による

老齢人口の増加・労働人口の減少が、大きな問題となってきております。 

 国においては、国債残高が６６３兆円に達する厳しい財政状況の中、国の平

成１８年度の一般会計の予算規模は、７９兆６，８６０億円、対前年度比マイナス

０．３パーセントの伸び率となっております。 

これらの中で、国が示した１８年度の地方財政計画は、対前年度比０．７パー

セントの減額となっており、安定的財政運営に必要な一般財源総額につきまし

ては、前年度比で２０４億円増と前年度以上を確保しておりますが、地方交付税

については、「基本方針」に基づき、国の歳出の見直しと歩調を合わせて、地方

歳出を見直し、抑制する等の改革を行い、対前年度比５．９パーセントの減額と

なり、交付税の不足を補う臨時財政対策債については、昨年に引き続き９．８パ
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ーセントの減額となっており、地方財政にとっては、依然として厳しい状況にあり

ます。 

さらに、国は、本格的な地方分権を確立するため、「改革なくして成長なし」、

「民間にできることは民間に」、「地方にできることは地方に」との方針の下、政府

金融改革、総人件費改革、医療制度改革、民間への業務開放・規制改革など

を通じ「小さくて効率的な政府」を実現するとともに、規制・金融・税制改革を実

施するなど、各分野にわたる構造改革を断行しております。特に「国から地方

へ」の方針は、三位一体改革の総仕上げとして、４兆７，０００億円を上回る国庫

補助負担額の改革、３兆円規模の税源移譲、地方交付税改革を確実に実現し

ようとしています。 

地方は、大きな時代のうねりに埋没することなく、独自性を特化させ自主自立

の考え方を定着させながら、戦略的に施策を展開しなければなりません。正に、

今は正念場であり、簡素で効率的な行政を実現するため、今地方自治体に求

められているのは、地方自治のあり方や行政運営の手法などに対して抜本的な

考え方の変革を求める「意識の構造改革」が必要となっております。 

町民の皆様や議員各位、職員とともに行財政改革を中心とした重要な課題に

対応するため、知恵を絞り自ら行動していかなければなりません。 

これまでの制度や仕組みにとらわれることなく大胆な改革を実現し、限られた

財源の中で効率的・効果的な住民サービスを提供することが求められており、サ

ービスの肥大化を防ぎながら、重点的な分野への財源投入を図り、歳出の抑制

を進め、更に、歳入面では自主財源の積極的な確保策を講じて、効率的で持

続可能な行財政への転換を図ることが急務であります。 

町においても、限られた財源の中で事務事業の厳選と職員の意識・行政改

革を進め、また、効率的・効果的な予算配分で最大限の効果が発揮できるよう、

執行体制の確立を図るとともに、行財政改革を喫緊の課題として取り組んでまい

ります。 

次に、旧町村の建設・総合計画の施策の大綱に沿いながら、町の将来像を

実現するため５つの基本目標を設定しております。その主な施策について申し

上げます。 
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第１は、「心やすらぐ自然環境のなかで安全で快適に暮らせるまちづくり」であり

ます。 

 

（自然環境･景観の保全） 

緑に包まれた豊かな自然環境を後世にわたって保全し、まちづくりに活用し

ていくため、居住環境と自然環境の調和する計画的な土地利用を推進します。 

また、地域、家庭、学校、職場、野外活動の場などにおいて、環境美化運動

を積極的に実施することにより、住民一人ひとりの環境に対する意識の高揚を

図るとともに、地域の特性に即した環境保全対策の取り組みを推進します。 

 

（交通体系の整備） 

道路の整備については、町民が安全で快適な生活を営むために、地域活性

化の根幹をなすものであり、期待も大きく早期の整備が求められているところで

あります。 

町道の整備については、通勤、通学、防災上の利便性を考慮し、継続事業を

中心として計画的に整備に努めてまいります。生活道路の維持においては、歩

道の設置や段差解消、排水施設の整備など、安全で人に優しい道路整備に努

めてまいります。 

幹線道路については、新町の一体性を確保するとともに、国・県道を補完す

る幹線町道の整備を計画的に推進してまいります。 

近隣の地域と広域的な道路ネットワ－クの拡充を図るため国・県道バイパスの

整備、促進を図ります。 

国道１２３号バイパスについては、石塚片山から圷小学校までの間は県にお

いて用地買収に着手しております。 

また、合併市町村幹線道路緊急整備支援事業である都市計画道路（池の

内・片山線）につきましては、石塚田町の国道１２３号（現道）から石塚片山をと

おり県道日立笠間線まで、用地測量及び用地買収に着手したところでありま

す。 

県道については、桂地区の阿波山徳蔵線の路線延長区間において地元説

明会が終了し、路線測量を実施しております。本年度は地元地権者のご理解を

いただき用地買収に着手してまいります。 
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また、七会地区の町道徳蔵倉見線の早期完成を目指し、１７年度より路線調

査測量を実施しておりますが、本年度から地権者の皆様のご協力を頂き、用地

買収に着手してまいります。 

交通対策については、高齢者などの生活の足の確保するとともに、町内の公

共交通機関空白地域を解消するため、既存の交通機関の一元化を図り、新た

な公共交通システムを整備いたします。 

 

（上水道・簡易水道の整備） 

水道事業については、常北地区水道事業・桂地区水道事業の一会計二事

業と七会塩子地区簡易水道事業特別会計で、運営をしてまいります。 
普及率は、９２パーセントとなっており、町民の多数が利用できるまで

に普及しておりますが、長期的な視野に立って給水体制の充実を図るため、

施設の拡張・更新や各水道事業の統合整備等を推進し、清浄で安心できる

良質な水道水の安定供給に努めてまいります。 
水道なくしては健康で豊かな生活も、様々な経済活動も営めないほど必

要不可欠な社会基盤となっております。 
また、継続事業であります統合簡易水道施設整備事業、更に水道未普及

地域解消事業等国庫補助事業に着手し、未給水地域（徳蔵地区）の解消に

向けた整備を進め、普及率の向上に努めてまいります。 
さらに、藤井川ダム再開発事業等の早期完了を要望し、安定した水源の

確保により、都市化の進展や生活向上に伴い増大する水需要と、安心して

利用できる信頼性の高い豊かな生活基盤支える水道施設を目指してまい

ります。 
 

（下水道の整備） 

下水道は、私たちの日常生活において不可欠な施設であり、汚水の排除、ト

イレの水洗化といった生活環境の改善のみならず、農業用水や公共用水域の

水質を保全するためにも重要な事業です。 

このため、平成３年度から那珂久慈流域関連公共下水道事業として、石塚地

区の中心市街地４８ヘクタールを整備し、さらに、事業認可面積を拡大し、現在

認可区域面積２７１ヘクタールの整備を進めており、平成１７年度末までに石塚、



 5

那珂西、下青山地区を含む１６２ヘクタールの区域が整備完了致しました。 

特定環境保全公共下水道事業については、粟・阿波山地区の全域及び上

圷、下圷地区の一部が供用開始され、認可面積２００ヘクタールに対し、１８０ヘ

クタールの区域が整備完了しております。 

本年度も引き続き、認可区域を拡大し整備区域の拡充を進めてまいります。 

また、農村地域の生活環境整備を図るために進めている農業集落排水事業

は、本年度は、上入野、常北青山、北方高久、孫根４地区施設の効率的な稼動

を行うことにより、維持管理費の節減を図るとともに、古内地区の事業着手により、

一層の環境の改善を目指します。 

なお、未整備地区については、県や関係機関と連携を図り、地元住民の理解

と協力を得ながら事業推進に努めてまいります。 

 

（生活環境の整備） 

緑豊かな自然環境を生かした調和のとれたまちづくりを進めるため、良好な生

活環境づくりに向けて、公営住宅の改修・公園やポッケトパ－クなどの整備を図

り、良好な景観を備えた地域環境の場の提供や形成に努めてまいります。 

 

（環境対策の推進） 

循環型社会に対応した環境にやさしいまちづくりをめざし、良好な環境を次の

世代に引き継いでいくため、環境への負荷の少ない社会の構築、住民総参加

による環境保全の推進を図ってまいります。 

また、今日の環境問題の解決には、社会を構成するすべての主体が、それぞ

れの日常的な活動と環境との関係を認識することが重要であることから、住民、

民間団体、事業者との協力連携のもとに環境の保全を計画的に推進いたしま

す。 

一般廃棄物処理事業につきましては、引き続き城北地方広域事務組合によ

り現状を維持してまいります。 

不法投棄や野外焼却の防止については、ボランティア UD 監視員（不法投棄

監視員）や警察等関係機関と連携して監視活動を展開し、住民や事業者へ未

然防止に向けた普及啓発を行い、不法投棄防止対策を推進してまいります。 
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（消防・救急・防災の推進） 

町民の生命財産を守り、安心・安全な生活を確保する消防防災体制の強

化が必要です。平成１７年については、建物火災１５件を含め１９件の火

災が発生しました。事務委託をしている水戸市及び笠間市消防本部との連

携の中で、平成１９年４月稼動を目指した消防署所整備と事務委託一元化

の円滑な移行に努めてまいります。併せて、消防団員の規律教養訓練、水

害を想定した水防演習や林野火災防ぎょ演習への参加を通し、消防力の向

上に努めてまいります。 

昨年は、福岡県西方沖地震や記録的な集中豪雨、列車事故など大規模な

災害や事故が発生しました。災害発生時の迅速な初動体制確立と危機管理

の対応に加え、新たに武力攻撃事態等を想定した国民保護計画の策定を進

めます。更に、防火クラブ等の自主防災組織の支援や事業所との災害時協

力体制を推進し、地域防災力の向上を図ってまいります。 

 

（交通安全・防犯の推進） 

交通事故は、一瞬にして尊い命を奪う悲惨なものであり、深刻な社会問題と

なっております。 

茨城県は、交通死亡事故多発県で、平成１７年中の死亡事故者は２７８人を

数え、全国ワースト６位という結果となっております。 

本町は県内でも交通事故の少ない地域でありますが、昨年は２件の死亡事

故が発生しており、年齢・性別を問わず重大な交通事故に遭遇する危険性のあ

る社会情勢にあります。 

このような現状を踏まえ、自動車交通への依存が高まる中、より安全･円滑か

つ快適な交通社会を実現するため、交通安全の推進について、警察など関係

機関団体と連携を図り、街頭啓発、交通安全教室の開催などを通じ、住民の交

通安全意識の高揚を図るとともに交通安全施設の整備に努めてまいります。 

防犯については、近年の犯罪状況を踏まえ、防犯灯の整備を進めるとともに、

警察や防犯連絡員などの関係機関や住民相互の連携のもと、地域ぐるみでの

防犯体制の充実や防犯意識の啓発に努めてまいります。 
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（情報通信網の整備・充実） 

情報通信網の整備についてでありますが、公共施設などを高速・超高速で接

続する地域公共ネットワークについては、整備を終えております。 

今後は、民間事業者へ働きかけ、町内全域の高速通信環境の整備を目指し、

また、携帯電話等の移動通信サービスの利用可能な地域を拡大し、地域間の

情報通信格差を是正することにより地域住民の利便性の向上や社会経済活動

の活性化を図ってまいります。 

 

第２は、「ともに支えあいすべての人が元気で安心して暮らせるまちづくり」であり

ます。 

 

（保健・医療の充実） 

本町においても悪性新生物、脳血管疾患、心疾患の三大生活習慣病が死亡

原因の上位を占めています。健康づくり事業については、生活習慣病等の発病

予防に重点を置き、若年層からの健康づくりに取り組んでまいります。 

また、介護保険の制度改正に伴い、６５歳以上の方の健診が介護予防の視

点で行う健診に変わることから、今後も健康診査の受診勧奨、健康教室や健康

相談の開催、保健福祉センターの積極的な活用を図り、町民自らが健康を管理

する習慣をつくるための取り組みと意識の高揚を図ってまいります。 

医療福祉事業は、社会的及び経済的負担の大きい乳幼児・父子・母子家

庭・重度心身障害者・妊産婦等の医療に係る負担の軽減を図ることを目的とし

た県の単独事業であります。 

本町におきましては、少子化対策の一環として、合併時より町単独事業であり

ます医療費の無料化の対象年齢を小学校卒業までの児童を対象に行ってまい

りましたが、新年度も継続し児童医療の充実を図ってまいります。 

 

（高齢者福祉の充実） 

長寿化した人生を健康でいきいきと過ごすことのできる社会の実現をめざす

ためには、高齢者一人ひとりが、自らの意思による選択に基づいて自立した生

活を営めるよう、また、住みなれた地域で安心して暮らせるよう、高齢者の保健

福祉をはじめとする諸施策の充実を図る必要があります。 
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特に、認知症や寝たきりになるなど、介護を必要とする者が増加している状況

にあり、これらの問題に対して支援するとともに、高齢者ができる限り介護状態に

陥ることなく、健康でいきいきとした生活を送れることを、基本として「城里町高齢

者保健福祉計画及び介護保険事業計画」の見直しを行いました。 

計画を踏まえて高齢者の社会参加を促進するため、長年にわたって培ってき

た知識や経験を生かし社会参加を目的として設立されている、シルバー人材セ

ンターの運営、高齢者の健康管理と安否確認のための配食サービスの充実、地

域福祉の意識を高めるためにボランテアの育成、中学生と高齢者のヘルパー養

成等を推進し、効果的な在宅高齢者保健福祉事業を図ってまいります。 

 

（子育て支援の充実） 

近年の出生率の低下、核家族化の進行、女性の社会進出等により子どもを

生み育てる環境が大きく変化している現状があります。新たな対応が求められて

いる子育て不安の解消や児童虐待予防対策等に取り組む必要があります。 

これらのことから、今後も妊婦及び乳幼児に関する一貫した母子保健事業を

展開し、育児に関する適切な情報の提供や指導、健やかに子どもを生み育てる

ことができるための環境整備に取り組んでまいります。 

子育て中の親子の育児支援として、地域子育てセンターを拠点に、育児不安

の解消と親子の交流を支援してまいります。 

また、昼間、保護者のいない家庭を支援し、児童の健全な育成を図るため、

放課後児童健全育成事業を引き続き実施し、事業の充実に努めてまいります。 

子育て不安やいじめ、不登校、非行など複雑、多様化する児童育成問題に

対応するために、地域協力委員や民生委員、児童委員、学校等関係機関との

連携を蜜にし、問題解決に努めてまいります｡ 

保育事業につきましては、公立保育所２園、民間保育所３園に委託を行い、

保育サービス支援事業を実施し、また、特別保育事業で、延長保育、一時保育、

乳児保育、保育所地域活動、障害児保育を実施し保育事業の充実を図ってま

いります。 

なお、急激な少子化の進行による社会経済の影響を避けるため、様々な少子

化対応施策を推進してきましたが、平成１５年度に施行されました「次世代育成

支援対策推進法」に基づき、行動計画の推進を図ってまいります。 
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また、本年度より町単独事業として、城里町次世代育成支援金制度を創設し、

次世代を担う子どもたちが心身ともに健やかに成長できるように次世代育成支

援金の支給を行い、家庭における生活の安定と幸せな地域づくりを進めてまい

ります。 

 

（障害者福祉の充実） 

障害のある人が障害のない人と同じように生活し、主体性を持って地域の一

員として行動することが重要であり、本年４月に施行される障害者自立支援法に

基づき、障害者福祉サービスや地域生活支援事業などの提供体制の確立に関

する計画を策定するとともに、障害者施策の再構築や各種サービスの見直し等

により、障害者福祉の充実を図ってまいります。 

また、障害者福祉ワークス運営事業においては、作業訓練・生活訓練等を実

施しているところであり、難病患者等居宅生活支援事業につきましても、積極的

に展開してまいります。 

 

（地域福祉の充実） 

急速な少子・高齢化の到来、生活意識や価値観の変化などにより、福祉を取

り巻く環境は大きく変化し、町民のニーズはますます高度化・多様化し、福祉施

策の一層の推進や新たな施策の展開が求められております。 

地域における福祉サービスの適切な利用を推進し、高齢者や障害者をはじ

め、誰もが家庭や地域で安心して暮らすことのできる社会の実現のために、行

政などの福祉サービスに頼ることなく、町民自身の努力やお互いに支え、助け

合あっていくことの重要性が増してきております。 

特に、心の支えを必要としている人に対する日常的援助など、きめこまかな対

応をしていくためには、町民一人ひとりが、地域福祉の担い手として主体的に活

動していくことが必要であります。 

こうした支えあい活動を活発化させるために、町民自らが福祉に関心を持ち、

理解を深めるとともに、町民同士の交流により連帯意識を育んでいく必要があり

ます。 

これらを基本とした「地域福祉計画」を策定し、地域コミュニティづくりを推進し

てまいります。 



 10

（社会保障制度の充実） 

国民健康保険制度、老人保健制度、介護保険制度などの社会保障制度に

ついては、制度の周知を促進し、保険税（料）の賦課や収納率の向上及び医療

費などの適正化を図るとともに、基盤を充実させ安定した運営に努めてまいりま

す。 

 

第３は、「豊かな地域資源を活かした魅力と活力にあふれるまちづくり」でありま

す。 

 

（農林業の振興） 

農業は、本町の基幹産業として重要な地位を占めており、米・園芸・野菜・果

樹・麦・大豆・林産物・茶・畜産を主体とした営農が展開されてきましたが、近年

都市化の進展、農産物の価格低迷と共に、基幹労働力、若年労働力は他産業

に流出し、兼業農家が増加しております。 

このため、農業従事者の高齢化、担い手不足などが生じ、耕作放棄地の増

加により、耕地利用率や農業粗生産額の低下に歯止めがかからない状況にあり

ます。 

このような状況の中、条件の悪い谷津田等の地域に対し、中山間地域等直

接支払制度を引き続き活用し、農地の保全に努めてまいります。 

さらに、今年度も地域資源を活かした都市との滞在型交流を目指す取り組み

としてグリーンツーリズム事業も推進してまいります。 

また、米政策改革については、平成１６年度より米の生産調整を中心とした政

策から米作りの本来あるべき姿の実現に向けた政策への転換として推進してき

た水田農業構造改革対策も３年目となり、今年も地域水田農業ビジョンにより推

進するとともに、平成１７年度国から示された新たな食料・農業・農村基本計画

に基づく「経営所得安定対策等大綱」は、地域農業の担い手を中心とする農業

構造改革を取り組んでおり、町としても農協をはじめ関係機関が一体となり農家

等への説明会を開催しつつ、理解と協力を得ながら推進してまいります。 

さらに、生産基盤の整備では、農業の省力化と土地利用の効率化を図るため、

那珂川沿岸農業水利事業の早期完成を国・県など関係機関に働きかけると同

時に、畑地基盤整備や農道整備を計画的に進め、大型農業機械による生産性
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の向上や生産物の搬出搬入の合理化を図ってまいります。 

次に、畜産については、和牛や酪農・豚・ブロイラー・鶏卵の生産環境は肉・

乳製品の輸入自由化や生産者の高齢化等により厳しくなっております。牛海綿

状脳症（ＢＳＥ）・鳥インフルエンザの発生に端を発し、食肉の虚偽表示の発覚

等により肉の消費が大幅に減少し、肉の価格下落が生産農家に大きな打撃を

与えておりましたが、ここにきてようやく価格が安定してまいりました。 

これからも、家畜伝染病に注意を払い、各種防疫対策事業を実施します。 

また、黒毛和牛についても、資質の優れた素牛の導入事業として、肉用牛特

別導入を関係機関と一体となって推進し、畜産振興を図ってまいります。 

つづいて、林業の振興についてですが、安価な外材の輸入などにより厳しい

ものがありますが、森林は災害防止、水資源のかん養など自然環境を維持する

ために、大切な機能を有し、ゆとりと安らぎを与えてくれるものであります。 

このため、植林事業の重要性や緑化運動の普及啓蒙を図るとともに、森林組

合等と連携しながら林業振興に努めてまいります。 

また、特用林産物（しいたけ）については、海外からの輸入により価格の下落

が懸念されており、生産組織の強化を図るため補助事業を導入し、生産コストを

低減した安定的な生産が行えるよう推進してまいります。 

 

（商工業の振興） 

長引く景気低迷の中にあって、小売業者を取り巻く環境は、大型量販店の進

出や価格競争の激化、また、商圏の広範囲化等極めて厳しい状況にあります。 

このような環境の中で、経営基盤の弱い小規模事業者が活力を維持し、さら

に発展してゆくためには、自助努力はもちろんでありますが、自己意識の改革を

強く求めていかなければなりません。 

そのためには、商工会を中心とした会員相互の連帯意識の高揚と、商工会の

組織及び活動強化のため引き続き助成してまいります。 

また、中小企業事業資金に対する利子の補給を引き続き行ってまいります。 

さらに、地域雇用創造支援事業の創設による新規創業者の支援・雇用の拡

大を図ってまいります。 

次に、工業の振興でありますが、現在の経済状況下では、企業の投資意欲に

期待はできませんが、企業誘致につきましては、雇用の場の提供、町民所得の
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向上、消費人口の増加等が期待できますので、町の活性化を図るため、引き続

き関係機関等との連携を図りながら優良企業の誘致に努めてまいります。 

また、進出企業及び用地提供者に対しては、今後も企業立地奨励金を交付

してまいります。 

 

（観光・リクリエーションの振興） 

豊かな自然を生かした、｢ふれあいの里｣・｢うぐいすの里｣・｢山びこの郷｣は、

本町の観光の核として、重要な位置付けとなっておりますが利用者は年々減少

傾向にあります。 

今年度からは、指定管理者制度を導入し、指定管理者による各種イベント・

体験教室等を実施しながら３施設を一体化した管理を行い効果的、効率的な運

営を図ってまいります。 

直売施設についても、指定管理者制度を導入し効果的、効率的な運営を図

り、産業振興の観点から、ＰＲに努め、利用客の増を図ってまいります。 

また、健康増進施設「ホロルの湯」についても、指定管理者制度を導入し民間

業者のノウハウを活用し、多様化する住民ニーズに応え、サービスの質的向上と

効果的、効率的な運営によるコスト削減を目指し、町民の利用促進に積極的な

ＰＲを図ってまいります。 

観光協会については、県立自然公園御前山観光協会が解散、今年度から城

里町観光協会を設立し自然公園の保護管理、イベントの開催及びＰＲ等を実施

してまいります。 

 

第４は、「次世代を担う豊かな心の育成と歴史・伝統を大切にするまちづくり」で

あります。 

 

（幼児教育・学校教育の充実） 

幼児教育については、少子化の中、子育てを支援する社会づくりが重要

となっていることから、地域、家庭と連携した教育の推進と幼稚園、保育

所との連携等により教育環境の充実に努めてまいります。 
 学校教育については、価値観の多様化による先進的な教育のニーズが高

まる中、次代を担う子供たちの「確かな学力」や「豊かな人間性」、たく
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ましく生きるための「健康や体力」を育成することが求められています。 
 そのため、基礎的学力をつける学習指導の充実はもとより、人権、環境、

福祉、情報、郷土、ボランティアなどの今日的なテーマを積極的に採り入

れた総合的な学習を推進するとともに、外国人による英会話指導など、国

際理解教育に取り組んでまいります。 
 また、学校週５日制やいじめ、不登校などの課題に対応するため、学校、

家庭、地域との連携強化を図り、地域に開かれた魅力ある学校づくりに努

めてまいります。 
 小・中学校の教育関連施設については、小松小学校屋内運動場の改築な

ど、安全でゆとりある教育環境が維持できるよう整備に努めてまいります。 
 また、地域によっては、近年児童数が減少し、複式学級の学校もあるこ

とから、子どもたちが多くの仲間の中で切磋琢磨し成長できるよう、適度

な教育環境の確保に努める為に、小学校の再編成の検討を進めてまいりま

す。 
学校給食については、食の教育や地産地消の視点に立ち、地域で生産さ

れる有機米やアイガモ米、野菜などの食材の利用に努めてまいります。 
 

（生涯教育・生涯スポーツの推進） 

生涯学習・生涯スポーツについては、人生８０年時代を迎え、また、社

会が複雑・多様化する中、余暇時間の活用の重要性の高まりやニーズの多

様化を踏まえ、住民一人ひとりが、それぞれの年代や生活様式に応じて、

自由に学び、楽しみ、その成果がまちづくりに反映されるよう仕組みづく

りに努めてまいります。 
 そのため、生涯学習推進大綱を策定し、各種講座・事業のメニュー・質

の充実や自主活動団体の育成、人材の育成、相談の充実を図るなど体系

的・総合的な事業推進に努めるとともに、各地域の住民の交流を促進して

まいります。 
 また、地域における自主的な活動の活性化を図るとともに、コミュニテ

ィーセンターや各地域の公民館、トレーニングセンターや運動公園などの

生涯学習施設や各種運動施設の整備・充実に努めます。 
 図書施設については、図書館を中心に、各地区にある図書室との連携を
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図りながら、図書・資料の充実に努め、利用しやすい学習拠点としての機

能の充実に努めてまいります。 
 また、学習機会や各種講習会、施設を住民が利用するとき等、必要なと

きに必要な情報が入手できるよう、広報誌やホームページ等による情報提

供の充実に努めてまいります。 
 今年度から、町内の小学校６年生を対象に、城里町ふれあいの船事業を

実施し、北海道の雄大な自然の中での活動や船を利用した集団活動をとお

して、相互の心のふれあいや自然とのふれあいを深めるとともに、通常の

学校生活では得られない貴重な体験をとおし、心身ともに調和のある人間

形成を図ってまいります。 
 

（芸術・文化の振興） 

住民の速やかな一体性を確保し、住民一人ひとりが町に誇りと愛情が持

てるようにするには、各地域で行われている芸術・文化活動や古くから残

されている文化財を理解し、それらを伝承していくとともに、町として文

化の薫り高いまちづくりを進めることが重要であります。 
 そのため、地域・家庭・学校間の連携・交流を進め、各地域の自然・歴

史・伝統・文化に触れることで、関心や理解を深め、人と人とのつながり

を大切にする施策を推進してまいります。 
 芸術・文化については、コミュニティーセンターや公民館を活用した多

様な事業の展開を図るとともに、住民の自主的・創造的な芸術文化活動の

支援を図り、芸術祭や各種の行事を通し、住民各層が広く芸術文化に親し

み、心豊かな生活が送れるような環境整備に努めてまいります。 
 町には、史跡及び遺跡、彫刻、工芸品など有形・無形の文化財が数多く

存在します。 
 そのため、文化財保護計画を策定し、計画的に文化財の保護・活用を図

るとともに、情報冊子やインターネットなどの各種媒体による情報を発信

し、広く住民に理解を求め保存と継承に努めてまいります。 
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第５は、「住民と行政がともに手をとりあう開かれたまちづくり」であります。 

 

（住民主体のまちづくりの推進） 

地方分権が進展する中で、複雑化・多様化する行政課題を解決し、活力ある

地域づくりを進めるには、住民と行政がともに考え、ともに行動する「協働」による

まちづくりを進めていく必要があり、自治意識の高揚に努め、各種施策への住民

参画の拡充や地域コミュニティ・自治組織の振興を図ります。 

また、町の広報紙やホームページなど多様な広報媒体を用して、町政状況を

積極的に町民に広報・公開するとともに、行政懇談会やアンケートなどの機会を

とらえて、町民の声を町政運営に活かすよう広報・広聴活動の充実を図ります。 

 また、輝かしい城里町の将来あるべき姿として、町民の希望と要求や、

町民として守るべき基準と約束を示した合言葉である、町民憲章を制定い

たします。 
 さらに、町民にいつまでも親しみ愛される城里町の象徴として、町の

「花」・「木」・「鳥」も制定いたします。 
 

（多様な交流の推進） 

交通機関の発達や情報化の進展などにより、地域間交流や国際交流が活発

になっている中、多様な交流を進めることは、郷土を再認識し愛着を育てるとと

もに、地域の文化・産業など地域振興を図るうえで重要であります。 

これまで、旧町村で実施してきました国際間や地域間の「人」や「物」及び「情

報」の交流活動を城里町においても推進してまいります。 

また、合併を機に地域住民が早期に新町としての一体性を確保できるよう、ま

た、全町的なイベントなどへの積極的な参加に配慮するとともに、各地域に設置

された余暇活用施設等の機能を活用し、各地域間の交流、世代間の交流、さら

に他地域との交流を積極的に推進してまいります。 

 

（人権尊重の推進） 

家庭、職場、地域等において、女性、子ども、高齢者、障害者、外国人などに

対する人権問題が大きな社会問題となっている中、町民一人ひとりが人権に対

する正しい理解と認識を深め、尊重しあうことが重要となっております。 
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そのため、関係機関との連携のもと、国の「人権教育・啓発に関する基本計

画」に基づき、学校教育や社会教育において人権教育に取り組むとともに、あら

ゆる機会を捉え啓発活動の推進を図り、人権問題に対する正しい理解と人権意

識の向上に努めてまいります。 

 国においては、男女雇用均等法などの法整備が進み、女性が職場に比較

的進出しやすくなったこと、また、女性の社会的地位の向上などもあり、

職場をはじめ地域や社会の各分野において、女性の果たす役割が大きくな

っています。その一方で、いまだ地域に残る性別による固定的役割分担意

識や社会的価値観、慣習などによって、女性の社会的活動が制約されてき

た状況があります。 
 このような中、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分発揮することができる「男女

共同参画社会」の形成を図ることが必要であります。 
 そこで、男女が協働して未来を作りあげる総合的な取り組みを進めるた

め、「城里町男女共同参画プラン」を策定いたします。 
 

（行財政運営の合理化・効率化） 

行政運営に当たっては、地方分権の進展や住民ニーズの高度化・多様化に

対応するため、各種施策の総合的な推進や合併に伴う各種事業の一元化をと

おし、事務事業の見直しを進め、行政サービスの水準に地域間格差が生じない

よう整備を図ってまいります。 

また、財政運営に当たっては、交付税や国庫補助金、税財源のあり方が「三

位一体の改革」により見直しが図られている中、地方交付税などの削減により、

依然として厳しい状況が続くことが想定されます。 

このため、中長期的な財政計画のもと、施策の重要度や費用対効果といった

視点のもと財源の重点配分を図るとともに、自主財源の確保に努め、合理的・効

率的な財政運営に努めてまいります。 

さらに、こうした行財政の運営を適正に管理・推進するため、総合計画を策定

し、計画的・総合的な行財政の運営に努めてまいります。 

以上、平成１８年度における主な施策の概要についてご説明いたしました。 

１８年度予算編成につきましては、１７年度にもまして厳しい状況であり、引き
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続き国の三位一体革により、各種補助金が削減・廃止され、扶助費などの義務

的経費が増大し、各特別会計等への繰出金については、前年度当初比で８．

５％の増となっております。歳入については、町税等の増収が見込めないことか

ら各基金の取り崩し行い一般財源の不足を補いました。 

本年度の一般会計予算は、歳入歳出とも別冊予算書のとおり、９８億６，０００

万円で前年度当初比４．９％の増となっております。 

 

国民健康保険特別会計（事業勘定）について申し上げます。 

国民健康保険は、国民皆保険制度を支える基盤の役割を担っておりますが、

医療保険制度を取り巻く情勢は、被保険者の高齢化等の急速な進展や疾病構

造の変化による医療費の増高、加えて長引く経済低迷による被保険者の負担

能力の低下など大変厳しい財政状況にあります。 

また、平成１４年１０月の制度改正により老人保健の該当年齢が７５歳となり、

７０歳から７４歳までを前期高齢者として国民健康保険で医療給付を行うこととな

り、平成１９年度までは人数が増加する一方であり、老人医療費負担も国保財

政を圧迫しつつあります。 

このような状況の中、生活の基本である町民の健康維持、増進のため、医療

費の適正化、国保税の収納率の向上を図り、国民健康保険の安定的運営の確

保と保険財政の健全化に努めてまいります。 

予算編成につきましては、国県の予算編成方針に基づき編成いたしましたが、

特に医療費の動向が国保財政を大きく左右しますので、これらの動向を見極め

ながら予算執行に努めてまいります。 

予算総額は、歳入歳出とも別冊予算書のとおり、１９億５，２３２万円で前年度

当初比２．６％の増となっております。 

 

国民健康保険特別会計（施設勘定）について申し上げます。 

施設勘定においては、少子高齢化社会の急速な進展や地域住民の多様な

医療ニーズに対応すべく、国保診療所を沢山診療所、七会診療所の２ヶ所にそ

れぞれ医科・歯科施設を設置し、保健、医療、福祉との連携を図りながら、予防

と治療の一体化、地域住民の医療の確保と健康の保持増進を目指し運営を行

っているところであります。 
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しかしながら、国保診療所の財政運営は，一般会計から毎年１億円を超える

繰入金で収支を保っている状況であり、国保運営協議会からも「時期をみて入

院施設を廃止」との答申をいただいているところであり、今後十分に検討して参

りたいと考えております。 

また、へき地あるいは医療機関不足地域における医療機関として、国保診療

所の役割と使命が果たせるよう検討しながら、関係機関との連携を密にし、効率

的な運営と健全な運営を目指した予算執行に努めてまいります。 

予算総額は、歳入歳出とも別冊予算書のとおり５億３，０６６万５千円で前年度

当初比０．６％の減となっております。 

 

老人保健特別会計について申し上げます。 

老人医療費は、急速な高齢化の進展の中で増大し続けており、その国民医

療費全体に占める割合は、年々上昇する傾向にあります。 

このような状況を踏まえ、現役世代の負担が過重なものとならないよう老人医

療費の適正化を図っていくことが重要になっております。 

住民の健康に関する意識の向上等、保健事業との連携並びに受給者に対

する広報活動等を徹底し、円滑な事業運営に努めてまいります。 

予算編成につきましては、国県の予算編成方針に基づき編成いたしましたが、

今後の医療制度の改革が医療費の動向に、どのような影響を及ぼすかを見極

めながら、予算執行に努めてまいります。 

予算総額は、歳入歳出とも別冊予算書のとおり２１億４，４３９万２千円で前年

度当初比４．９％の減となっております。 

 

介護保険特別会計保険事業勘定について申し上げます。 

平成１２年度から始まった介護保険制度の抜本的改革に伴い、昨年度にお

いて高齢者の健康づくりや介護予防の推進、地域ケア体制の確立を進めるため

の指針として「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」（第３期）を策定し

ました。要支援、要介護１の軽度認定者の急増や介護認定者の増大、また、団

塊の世代の高齢化により介護需要が増大するといった将来予測などの課題に

対応するため、新たな介護予防や地域ケアの推進、施設サービスの見直しを進

めていくこととしております。 
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予算編成につきましては、介護給付費の伸びや新予防給付事業の実施など

を踏まえた予算となっております。 

予算総額は、歳入歳出とも別冊予算書のとおり１１億２，６１２万５千円で前年

度当初比６８．５％の増となっております。 

 

介護保険特別会計介護サービス事業勘定について申し上げます。 

高齢者のさまざまな相談に対応するため地域包括支援センターを設置し，介

護予防給付サービス計画費策定に係る予算について計上したものであり，予算

総額は，歳入歳出とも別冊予算書のとおり１，０２０万円となっております。 

 

公共下水道事業特別会計について申し上げます。 

流域下水道事業は、事業認可区域２７１ヘクタールを年次計画に基づき、石

塚、那珂西地区について、工費の節減に努めながら汚水管渠工事を進め、普

及率の向上を図ってまいります。 

特定環境保全公共下水道事業については、事業認可区域２００ヘクタールを

年次計画に基づき、圷地区について工費の節減に努めながら汚水管渠工事を

進め完了を目指し、順次供用を開始するとともに、更に、事業計画区域を今年

度拡大し、普及率向上を図って参ります。 

予算の総額は、歳入歳出とも別冊予算書のとおり１０億１，９０５万２千円で前

年度当初比１３．７％の減となっております。 

 

農業集落排水事業特別会計について申し上げます。 

農業集落排水処理施設は、現在、上入野、常北青山、北方高久、孫根地区

が順調に稼動しておりますが、施設の効率的な稼動を目指し、経費の節減を図

ってまいります。 

また、古内地区農業集落排水事業を進め農業集落における生活環境の整備

を図って参ります。 

予算の総額は、歳入歳出とも別冊予算書のとおり３億２，４８３万円で前年度

当初比５２．６％の増となっております。 
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簡易水道事業特別会計について申し上げます 

簡易水道事業特別会計予算については、施設の維持管理が主なもので、歳

入歳出とも別冊予算書のとおり５，８１１万円となっております。 

 

水道事業会計について申し上げます。 

統合簡易水道施設整備事業の整備計画は、常北地区石塚浄水場系では、

水質管理計器を設置し、水質基準に対応していくとともに、松山下取水場

から取水する水利権取得のため、県に対して藤井川ダム再開発事業の建設

負担金を負担いたします。 

小松浄水場系では、増井地区から磯野地区までの配水管新設を進めてま

いります。この統合簡易水道施設整備事業が完成いたしますと、長期的及

び安定的な水源確保により給水区域全域に安定した水圧と、良質な水道水

の供給が図られることになります。 

桂地区は、鷹匠橋の水道管布設替・岩船浄水場等のポンプ更新を進めて

まいります。 

水道未普及地域解消事業の整備計画は、送水施設・配水管の新設を進め

てまいります。 

また、城里町水道事業基本計画等の作成を進めてまいります。 

さらに、水道事業の運営及び水道施設の維持管理につきましては、公営

企業の基本原則を堅持しながら、給水サービスの一層の向上に努めてまい

ります。 

 

予算総額は、別冊予算書のとおり、収益的収入及び支出は、５億４,２

４２万円であります。 

資本的収入は、４億１,９０８万円で、支出は、５億７,９３４万４千円

であります。 

以上、一般会計及び特別会計並びに企業会計の概要についてご説明申し

上げました。 

本年度の一般会計、特別会計及び企業会計を合算しました、平成１８年度城

里町予算総額は、１８１億４，７４５万８千円となります。 

執行に当たりましては、役職員一丸となって、町民の福祉増進と活力ある元
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気なまちづくりのために、全力を尽くし、町民の期待と信頼に応える決意でありま

す。 

議員各位をはじめ、町民皆様のご理解と、なお一層のご協力を心からお願い

申し上げます。 

 

 

 


